
リコルスクリニック 通所リハビリテーション 

（介護予防通所リハビリテーション）重要事項説明書 

（令和 8年 4月 1日施行） 

 

１．法人概要 

法人名 医療法人社団 慶生会 

代表者名 理事長 村上 三郎 

所在地 〒134-0084 

東京都江戸川区東葛西 6丁目 2番 7号 新店ビル 3階 

２．施設概要 

（１）施設名称等 

施設名   リコルスクリニック 通所リハビリテーション 

開設年月日 平成 30年 8月 8日 

所在地   兵庫県姫路市駅前町 27番地 1 

電話番号  079-222-3576 

FAX番号   079-222-3577 

管理者名  院長 川平 敏博 

介護保険指定番号 2814021750号 

利用定員  60名（介護予防を含む） 

当事業所は介護保険法に基づき兵庫県知事の指定を受けた事業所です。 

 

 

 

 



（２）職員体制（令和 8年 4月 1日現在） 

管理者（医師）   1名 

医師        1名以上 

理学療法士     3名 

看護師       2名 

介護職員      6名 

＊上記のほか、法令で定める人員基準を遵守しています。 

＊勤務体制および資格は事業所内に掲示しています。 

（３）通常事業の実施地域 

姫路市内とします。 

姫路市外は片道 1,000円を自己負担とします。 

片道 30分以上は応相談とします。 

（４）営業日・営業時間 

営業日 月曜日～土曜日（祝日は営業しています） 

営業時間 午前 9時 00分～午後 4時 00分 

３．サービス内容 

医師の医学的管理の下、心身機能の維持回復を図るため個別通所リハビリテー

ション計画（計画書は原則３ヶ月ごとに更新）を作成し、説明・同意を得たうえで実施

します。 

（１）機能訓練 

（２）医学管理 

（３）看護 

（４）食事介助 

（５）入浴介助 

（６）排泄介助 

（７）相談援助 

（８）送迎 

＊計画は定期的に評価し、必要に応じ見直します。 



４．利用料金 

介護保険法に基づく自己負担割合（1～3割）を負担していただきます。 

各種加算は体制および利用状況に応じ算定します。 

詳細は別紙料金表のとおりです。 

欠席の場合は前営業日まで、当日体調不良などの場合は 8：00 まで（午後利用

は 12：00 まで）にご連絡ください。 

 無断欠席の場合は実費相当額を請求する場合があります。 

５．利用料の支払い方法 

利用月の翌月 10日頃に請求書を発行します。 

当月末日までに窓口支払い又は銀行振込にてお支払いください。 

６．緊急時の対応 

利用中に容体急変が生じた場合は、管理医師および医療判断により救急搬送等

必要な措置を講じます。 

 家族等の緊急連絡先へ速やかに連絡します。また、必要に応じ主治医及び居宅

介護支援事業所へ連絡します。 

７．事故発生時の対応 

事故発生時は速やかにご家族、関係機関へ連絡し、再発防止策を講じます。 

事故内容は記録し、法人内事故防止対策委員会にて検証します。委員会は年２回

以上の開催とし、内容分析と対応を行います。当事業所は損害賠償責任保険に加

入しています。 

８． 身体拘束等の適正化 

原則として身体拘束は行いません。自傷行為などの危険行為や他者に危害を加

えるなどのやむを得ない場合は ①切迫性、②非代替性、③一時性 の三要件を満

たす場合のみ実施し、記録・説明・同意を行います。実施した場合は記録し、本人・

家族への説明の上、同意を得ます。また、身体拘束適正化委員会を設置し、年２回

以上の委員会開催と研修を実施しています。 

 



９．虐待防止対策 

虐待防止委員会を設置し、指針整備及び研修を実施しています。また、年２回以上

の委員会開催、議事録作成、保管をしています。 

１０．感染症対策 

感染症対策委員会を設置し、指針整備、研修及び訓練を実施しています。また、年

２回以上の委員会開催、議事録作成、保管をしています。 

１１．業務継続計画（BCP） 

感染症及び自然災害に関する業務継続計画を策定し、それぞれ年１回以上の訓

練を実施します。 

１２．非常災害対策 

消防計画に基づき、避難訓練を実施しています。 

１３．ハラスメント対策 

職員に対する暴力・ハラスメント行為があった場合、サービス提供を中止すること

があります。職員の安全確保のため、法人として適切な対応を行います。 

１４．個人情報の保護 

個人情報保護法及び介護保険法に基づき適切に管理し、サービス提供に必要

な範囲で使用します。 

 

 

 

 

 

 



１５. デイケア利用に当たっての留意事項 

・飲酒・喫煙について 

 飲酒・喫煙につきましては、禁止しております。 

・設備・備品の利用について 

 故意による設備・備品の破損、破壊の際は利用者本人又は身元保証人の方に

代金を請求します。 

・所持品の持ち込みについて 

    刃物・鋭利なもの、危険物、菓子類の持ち込みは不可とします。また、大金・貴

重品は持ち込まないで下さい。紛失された場合、当デイケアで責任を負えません。 

・利用制限について 

感染症発症時は症状改善と感染可能性がなくなるまでお休みいただきます。 

１６．苦情相談窓口 

  苦情受付後、速やかに事実確認を行い、再発防止策を検討します。 

事業所 リコルスクリニックデイケア 

苦情受付責任者 院長 川平 敏博  所長 西面 潤  相談員 三谷和美 

電話 079-222-3576 

外部窓口 

兵庫県国民健康保険団体連合会 

電話 078-332-5617 

姫路市介護保険課 

電話 079-221-2445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重要事項説明の確認 

本書面により重要事項の説明を行いました。 

令和   年   月   日 

 

【事業者】 

医療法人社団 慶生会 

リコルスクリニック 

院長 川平 敏博  印 

（本説明書は署名をもって成立し、押印は任意とします。） 

【利用者】 

住所 

氏名                                      印（任意） 

【代理人・保証人】 

住所 

氏名                                      印（任意） 


